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はじめに 

１ 趣旨 

我が国における労働災害による死傷者数は、長期的には減少傾向にあるが、サー

ビス経済化の進展等に伴い、全産業の死傷者数に占める成長産業（近年の著しい発

展が見られる第三次産業）の割合は年々増加し、また、他の産業の死傷者数が減少

している中で成長産業では増加していることもあり、早急に労働災害防止対策の促

進を図る必要がある。 

 このような背景を踏まえ、成長産業の一つである在宅介護サービス業についても

成長の初期の段階で労働災害の減少を図るため、安全衛生活動への取り組みのため

の基盤を整備し、在宅介護サービスを行う事業場の自主的な安全衛生活動の促進に

資することを目的とする。 

 
２ モデル安全衛生規程の使用方法 

事業場が組織的、具体的な安全衛生活動を進めるためには、基本となるルールと

して「安全衛生規程」が必要になる。在宅介護サービス業界においても、安全衛生

活動に取り組んでいただくために、これを機に、共通的な管理基準として、「在宅

介護サービス業におけるモデル安全衛生規程及び解説」を作成し、業界としての安

全衛生基盤の整備に資することとした。今後、事業場が規程を整備するときは、こ

の規程をモデルとして活用していただきたい。 
 この規程を実際に使用する場合は、「安全衛生チェックリスト」と併用し、自己

診断を行い、現状認識を高めることが大切である。そして、問題点、課題等を整理

し、安全衛生管理計画を作成して管理のサイクル、即ち、計画（Plan）→ 実行（Do）
→ 評価（Check）→ 改善（Act）のサイクルを回すことが重要であり、それが安

全衛生体制の確立につながることとなる。 
 

なお、この規程を作成するにあたっては、次の点に留意した。 
（１）安全衛生の管理体制に関しては、労働安全衛生法を基本とし、すでに介護

保険法等に基づき活動しているものについては、それを活かすようにした。 
 なお、重複するもののうち重要事項については、一部規程に盛り込んだ。 

（２）介護作業で関心の高い感染症の予防対策、腰痛予防対策、メンタルヘルス

等についても規程の条項として取り上げた。 
（３）この規程を補完する意味で、「安全衛生チェックリスト」では介護作業の部

分を中心に、また、具体的な安全衛生活動を進めるための手引きとして役立

つよう「在宅介護サービス業における労働災害事例集」を作成した。 
 
 


